
コンプライアンス・リスクマネジメント

ガバナンス

　J-POWERは、「企業理念」に基づき、事業を遂行するうえで守るべき遵法精神・企業倫理に則った行動の規範として、コンプライ
アンス活動の中核を成す「企業行動規範」を制定しています。また、経営者も含めた社員一人ひとりの業務活動における、より具体的
な行動の判断基準として「コンプライアンス行動指針」を定めています。
　社員全員にこれらを配布しているほか、「コンプライアンス宣誓書」に署名し携帯させることにより、コンプライアンス意識の喚起
を図っています。
　取締役はこれら企業理念や企業行動規範、コンプライアンス行動指針に従い、確固たる遵法精神と倫理観に基づく誠実かつ公正な
行動を率先垂範するとともに、その社員への浸透を図っています。
　また、取締役会は定期的な事業遂行状況の報告を受けることにより、ESGの観点も含むリスクの早期把握に努めているほか、社内
での意思決定の過程における相互牽制、各種会議体での審議、社内規程に基づく平時からの危機管理体制の整備等により、企業活動
の遂行にあたってのリスクの認識と回避策を徹底するとともに、リスク発生時の損失による影響の最小化を図っています。

コンプライアンス推進体制
　全社のコンプライアンスについては会長が統括し、その推進体
制として、会長、社長を補佐し、推進業務を執行するコンプライア
ンス担当役員を配置しているほか、全社に係るコンプライアンス
推進策の審議および実施状況の評価、反コンプライアンス問題へ
の対応を図る組織として、会長を委員長とする「全社コンプライア
ンス委員会」を設置し、グループ会社も参加して、グループ全体
で取り組みを進めています。また、全社コンプライアンス委員会
の下にコンプライアンス推進に係る業務を迅速かつ的確に進める
ため、全社に係るコンプライアンス推進活動と保安規程に基づく
自主保安活動に関する2つの部会を設けています。各部会の部会
長には知見を備えた執行役員が就き、コンプライアンス推進活動
の実施状況を確認しています。
　さらに、全国の主要事業所、発電所、グループ各社において
は、各々の特性に合わせたコンプライアンス活動が展開できるよ
う、個別に「コンプライアンス委員会」を設置し、活動を展開して
います。

コンプライアンス推進活動
　全社コンプライアンス委員会では各年度のコンプライアンス推
進活動の計画を定め、年度末にはその結果を評価し、それを元に
次年度のコンプライアンス推進活動の計画を定めるというPDCA
サイクルを実行しています。なお、コンプライアンス推進活動の
計画および評価については取締役会に報告しています。
　従業員に対しては、法令の改正情報を周知しているほか、コン
プライアンスに関する事例の紹介、事業に係る法令やコンプライ
アンスに関する研修の実施等を通してコンプライアンスの浸透を
図っています。
　反コンプライアンス問題が発生した場合は全社コンプライアン
ス委員会が事実関係および原因等を調査するとともに、必要に応
じ、改善指示、再発防止策の実施指示など適切な措置を取ること
としています。

各機関

J-POWER

グループ会社

コンプライアンス推進部会
•    コンプライアンス推進活動の
検討、支援、総括、改善

機関別コンプライアンス委員会（主要機関に設置）
•    コンプライアンス推進策の審議、実施状況の評価
•    コンプライアンス問題への対応

•    コンプライアンス推進策の策定、実施

•    コンプライアンス推進策の策定、実施

連携

設備保安部会
•    自主保安活動の総括、改善
•    保安情報の周知・水平展開

全社コンプライアンス委員会
•    基本方針の決定、活動の検証・評価
•    コンプライアンス問題への対応

J-POWERグループのコンプライアンス推進体制

社内相談窓口
（業務監査部）

社外相談窓口
（社外の法律事務所）

全社コンプライアンス委員会

報告

メール、電話、郵便等

相談者
　　　　•    J-POWER従業員　　　　　　•    グループ会社従業員

J-POWERグループのコンプライアンス相談窓口

相談窓口（内部通報窓口）
　社員がコンプライアンス上の問題に直面した場合の相談窓口と
して、業務監査部、外部の法律事務所および主要な子会社に、相
談者の保護を徹底した「コンプライアンス相談窓口」を設置し、従
業員に周知しています。
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コンプライアンスアンケート
　J-POWERグループでは、毎年、全従業員にアンケートを実施
し、コンプライアンスに関連するリスクの把握に努めています。回
答者から問題があるとして寄せられた報告に対しては、コンプライ
アンス相談窓口が回答者にコンタクトして内容を聴取しています。
また、アンケートでは、職場の状況、コミュニケーション、業務量に
関する従業員の意識も継続的に調査しており、社内各機関は、そ
れぞれの結果の伝達を受け、職場環境の改善に活かしています。

反社会的勢力との関係遮断
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいか
なる関係も持たないこととしているほか、反社会的勢力から要求
等を受けた場合の社内窓口部署を定め、速やかに情報を収集し、
外部専門機関と連携して適切に対応する体制を整備しています。

贈賄や汚職、腐敗の防止
　贈賄、利益供与、違法な政治献金、国家公務員倫理法や各官庁
で定める規程等に抵触するような公務員に対する接待・贈答等は
禁止しています。また外国政府の役職員に対しても不正な利益や
便宜の見返りとして金銭等の利益の供与を行いません。
J-POWERグループは政治・行政との癒着という誤解を招きかね
ない行動を厳に慎み、健全かつ透明な関係づくりに努めています。

情報開示
　社外への情報開示に関しては、企業活動の透明性とアカウンタ
ビリティーの向上を図るため、社長を委員長とした「情報開示委員
会」を設置して、公正かつ透明な企業情報の開示を、適時、積極的
に行っています。

内部統制報告制度への対応状況
　金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制報告制度」
について、当社グループでは、財務部および業務監査部が中心と
なり、内部統制システムの整備・運用・評価を行っています。
　2019年度は前年度に引き続き、金融庁より示された実施基準
等に基づいて、「全社的な内部統制」「業務プロセスに係る内部
統制」「ITを利用した内部統制」の各項目の整備状況と運用状況
に関して経営者による評価を行った結果、財務報告に係る内部統
制は有効であると判断しました。この評価結果は「内部統制報告
書」として取りまとめ、監査法人の監査を経たうえで、2020年6月
に関東財務局長へ提出しています。
　今後も当社グループにおける財務報告の信頼性確保に努めて
いきます。

企業行動規範（2004年4月1日改定）

［信頼度の高いエネルギーの提供］
　当社は、経験豊かな人材と最新の技術により、国の内外を問
わず、信頼度の高いエネルギーの提供に全力を尽くします。

［安全の確保］
　当社は、事業の推進にあたっては、常に安全意識の高揚を図
り、公衆及び作業従事者の安全の確保を最優先します。

［環境の保全］
　当社は、当社の事業活動が環境問題と深く関わっているとの
認識に立ち、環境保全活動に積極的に取り組みます。

［社会とのコミュニケーションの確保］
　当社は、公正かつ透明な情報開示や広報活動を行い、社会と
のコミュニケーションを確保します。

［社会への貢献］
　当社は、「良き企業市民」として、海外を含め、積極的に社会
貢献活動に取り組むとともに、地域社会の発展に貢献します。

［働きがいのある企業風土づくり］
　当社は、安全で働きやすい環境を確保するとともに、社員の
人格・個性を尊重し、常に新しいことに挑戦していく働きがい
のある企業風土づくりに努めます。

［法令と企業倫理の遵守］
　当社は、確固たる遵法精神と倫理観をもって誠実かつ公正な
事業活動を行います。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与
える反社会的勢力とは断固対決します。

［経営トップの対応］
　経営トップは、本規範の精神の実現が自らの役割であること
を認識し、率先垂範の上、関係者への周知徹底に努めます。
　本規範の趣旨に反するような事態が発生したときには、経営
トップ自らが問題解決にあたり、原因究明、再発防止に努める
とともに、責任を明確にした上、自らも含めて厳正な処分を行
います。
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